
山村振興法（抜粋）

（昭和４０年５月１１日法律第６４号）

（目的）

第１条 この法律は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担

つている山村が産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある

実情にかんがみ、山村振興の目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作

成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村にお

ける経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展

に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び

経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水

準が劣つている山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。

（山村振興の目標）

第３条 山村の振興は、山村の担つている国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全

等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに、国土形成計画法 （昭

和二十五年法律第二百五号）の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振

興に関する計画との調和が保たれるように考慮しつつ、山村における産業基盤及び生活

、 。環境の整備等を図ることを旨とし 次に掲げる目標に従つて推進されなければならない

一 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、山村とその他

の地域及び山村内の交通通信連絡を発達させること。

二 農道、林道、牧道等の整備、農用地の造成、電力施設の整備等を図ることに

より、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。

三 農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、農林産物の加工業等の導入、

特産物の生産の育成等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を

増大すること。

四 砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備等を図る

ことにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。

五 学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、医療の

確保、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の福祉

を向上させること。



山村振興法施行令（抜粋）

（昭和４０年１０月１日政令第３３１号）

（山村）

第１条 山村振興法 （以下「法」という ）第二条 に規定する政令で定める要件に該。

当するものは、昭和二十五年二月一日における市町村の区域（同日後において当該区域

の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合（当該区域がその

まま他の市町村の区域となつた場合を除く ）にあつては、主務省令で定める区域。以。

下「旧市町村の区域」という ）で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。。

一 旧農林業センサス規則（昭和三十四年農林省令第三十六号）に基づく林業調

査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が〇・七五以上で、かつ、当該

調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口（主務省令で定める旧市町村

の区域にあつては、主務省令で定める方法により算定した人数）を当該旧市町村

の区域に係る総土地面積で除して得た数値が一・一六未満であること。

二 当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区

域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る法第三条 各号に

規定する施設（以下「施設」という ）の整備が十分に行われていないため、当。

該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されている

こと。


